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① 利根川流域における１７方策※１の検討
【第２回幹事会で説明】

思川開発検証における「利水対策案」の今後の流れ

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に示されている１７の方策※１を
参考にして幅広い方策を組み合わせて検討する。

② ①の検討を踏まえ、幅広い方策を組み合わせて複数の利水対策案の立案

③ 概略検討による利水対策案の抽出※２

④ 利水対策案を評価軸ごとに評価

⑤ 目的別の総合評価 [利水]

※１ 再評価実施要領細目 第４ 再評価の視点 １再評価の視点 (2)④利水等の観点から検討 に記載されている。

※２ 概略検討による利水対策案の抽出方法について、２ページに示す。



思川開発検証における概略検討による利水対策案の抽出

個別ダムの検証における新規利水の観点からの検討に当たっては、概略検討により利水対
策案を抽出し、利水参画者等に提示し、意見を聴取することとしている。
以下に、概略検討により利水対策案を抽出するまでの基本的な考え方を示す。

１．利水対策案は、利水参画者に対して確認した必要な開発量を確認の
上、その量を確保することを基本として立案する。

２．利水代替案の検討

利水対策案は、必要な開発量を確保できるように、単独の利水代替
案（ダムに代わる水資源開発施設または施策をいう。）又は複数の利
水代替案の組み合わせで幅広く立案することになるが、利水代替案は
「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下、
「細目」という。）に示す１７の方策を参考に、利根川流域における適用
の可能性について検討する。

３．概略検討による利水対策案の抽出

・ 利水代替案の検討を踏まえ、概略検討によって、利水対策案を抽出
する。

・ 南摩ダムは、複数の利水基準地点を有していることから、利水対策案
は基準地点ごとに立案する。

・ 概略検討に当たっては、細目に示す「利水に関する評価軸」で概略的
に検討（この場合、必ずしも全ての評価軸で検討を行う必要はない。）
し、一つ以上の評価軸に関して、明らかに不適当と考えられる結果と
なる場合は、その理由を付して除外する。

・ また、同類の利水対策案が複数ある場合は、その中で比較するが、
可能であれば移転補償家屋数、コスト等について定量的な検討を行い、
最も妥当と考えられる案を抽出する。

・ なお、コストは一般的な事例等を参考に算出することとする。

◆新規利水に関する基準地点と利水参画者

五霞町
北千葉広域水道企業団

栗橋地点利根川

埼玉県西関宿地点江戸川

河川 基準地点 利水参画者

大芦川 取水放流工地点 鹿沼市

思 川
清洲橋地点

栃木県
小山市

乙女地点 古河市
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１７の方策

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」で示されている１７の
方策について利根川流域での適用の可能性を検討する。

（1） ダム

（2） 河口堰

（3） 湖沼開発

（4） 流況調整河川

（5） 河道外貯留施設

（6） ダム再開発

（7） 他用途ダム容量の買い上げ

（8） 水系間導水

（9） 地下水取水

（10）ため池（取水後の貯留施設を含む）

（11）海水淡水化

（12）水源林の保全

（13）ダム使用権等の振替

（14）既得水利の合理化・転用

（15）渇水調整の強化

（16）節水対策

（17）雨水・中水利用

※ 利根川流域における(2)～(17)の方策については、国土交通省関東地方整備局及び水資源機構が独自に検討したものであ

り、関係都県及び関係者と調整を行っていない。
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（1） ダム

思川開発について、事業実施計画の諸元等を下記に示す。

(検討の考え方)
○新規利水

思川開発によって、栃木県、埼玉県、鹿沼市、小山市、古河市、五霞町及び北千葉広域水道企業団の水道用水を開発する。

(今後の検討で考慮すべき点)
●事業の進捗状況を踏まえ、残事業等について整理する。

流 域 面 積 直接１２．４ｋｍ
２
　間接１２６．９ｋｍ

２

ダ ム 型 式 表面遮水壁型ロックフィルダム

堤 高 ８６．５ｍ

堤 長 約３５０ｍ

堤 体 積 約２４０万ｍ
３

湛 水 面 積 ２．１ｋｍ
２

総 貯 水 容量 ５，１００万ｍ
３

南 摩 ダ ム

ダム天端 EL.236.5 m

サーチャージ水位 EL.230.4 m

常時満水位 EL.227.9 m

最低水位 EL.180.0 m

基礎岩盤 EL.150.0 m

利水容量 45,000千m3

流水の正常な機能の維持 28,250千m3

流水の正常な機能の維持 18,250千m3

異常渇水時の緊急水の補給 10,000千m3

水道用水 16,750千m3

洪水調節容量 5,000千m3

堆砂容量 1,000千m3

有
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水
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量
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容
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五十里ダム

川治ダム
川俣ダム

奈良俣ダム

藤原ダム

矢木沢ダム

薗原ダム

草木ダム

相俣ダム

下久保ダム

宇都宮

前橋

霞ヶ浦

印旛沼 千葉県
東京都

茨城県

埼玉県

江
戸
川

群馬県

荒川

渡

鬼
怒
川

利根川

北
浦

栃木県

遊水池

黒
大
芦

川

川

思 川

南摩ダム

栗橋

清洲
良

瀬
川

千葉

新宿

さいたま

水戸
小
貝
川

渡良瀬

(6)埼玉県水

(7)北千葉水企

(5)五霞町

(4)古河市

(3)小山市

(2)鹿沼市

(1)栃木県南（仮称）

鹿沼市

栃木県

小山市

古河市

五霞町

埼玉県

北千葉広域水道企業団
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（2） 河口堰

河川の最下流部に堰を設置すること等により、淡水を貯留し、水源とするものである。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

新規容量の確保

かさ上げ

容量の確保①：河口堰のかさ上げイメージ

堤防のかさ上げ 貯留容量の増加

高水敷の掘削 貯留容量の増加

容量の確保②：堤防のかさ上げ、高水敷の掘削イメージ

（検討の考え方）
○ 河口域に生息・生育する動植物に配慮しながら、河口堰の新
設、既存河口堰等及び堤防のかさ上げあるいは高水敷等の掘削
により、新たな利水容量の確保の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● かさ上げを行う場合は、地盤を含めた堰本体及び堤防の強度
や安全性等について整理する。

● 利根川（思川）における河道掘削の実績を踏まえて、掘削残
土の処理、河道の維持等について整理する。

河口堰の位置図
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（3） 湖沼開発

湖沼の流出部に堰等を設け、湖沼水位の計画的な調節を行って貯水池として役割を持たせ、
水源とするものである。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

（検討の考え方）
○ 流出部に堰等を設置する場合は、周辺地域への影響、動植物への影響等
を勘案し、その適用の可能性を検討する。

○ 加えて、掘削、かさ上げあるいは堤防築造により利水容量を増加させる
場合は、堤防の安定性等を勘案し、その適用の可能性を検討する。

○ 豊水時に利根川の水量を利用することが可能な場合は、利根川の水量の
利用を検討する。
（豊水時とは、下流の既得水利（維持流量＋不特定用水＋先行ダム開発
量）の取水に影響を与えない一定流量を超えている時をいう。）

（今後の検討で考慮すべき点）
● 掘削、かさ上げあるいは築堤を行う場合は、用地確保の見通し、掘削残
土の処理方法、地盤を含めた堤防の強度や安全性等について整理する。

計画高水位

湖
岸
堤

湖岸堤のかさ上げ

掘削により容量を確保

掘削により容量を確保

計画高水位

湖
岸
堤

湖
岸
堤

湖底面

湖底面

湖底掘削・湖岸堤かさ上げイメージ

湖底掘削イメージ

築堤イメージ
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（4） 流況調整河川

流況の異なる複数の河川を連絡することで、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足して
いる河川に水を移動させることにより、水の有効活用を図り、水源とするものである。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

（検討の考え方）
○ 河川の流況の季節的な特性等を勘案し、適用の可能性を検
討する。

○ 導水路の新設は、できるだけ最短で地域に影響を与えない
ルートを基本とし、その実現の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 両河川の水利用に関する関係河川使用者等の同意を得る必
要がある。

流況調整河川とは、流況が異なる二つ以上の河川を水路

で結び、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足

している河川に水を移動させ、それぞれの河川の流況を

改善するものです。これにより河川の必要流量の確保、

水の有効活用を行います。



※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

（5） 河道外貯留施設

河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とするものである。

（検討の考え方）
○ 既存の遊水地に加え、河川沿いの土地利用状況等を勘案し、立地の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 利根川（思川）における遊水地整備の実績を踏まえて、用地の確保の見通し、掘削残土の取扱い等につ

いて整理する。

8

河道外貯留施設のイメージ

（河川に関する用語（国土交通省）より）
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（6） ダム再開発

既存のダム等をかさ上げあるいは掘削すること等で利水容量を確保し、水源とするものである。

（検討の考え方）
○ 利根川流域の既存のダム等について、かさ上げや掘削等によるダム等の有効活用の可能性を検討する。
○ 利根川（思川）の豊水時に、既存水路を活用し他のダム等へ導水する方策について、その適用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 掘削又はかさ上げを行う場合は、用地確保の見通し、掘削残土の処理方法、地盤を含めたダム等の強度や安全性等につ

いて整理する。
● 既存のダム等の実態及び先例を踏まえて、関係者と調整を要する事項等について整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。
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（7） 他用途ダム容量の買い上げ ①

既存のダムの他の用途のダム容量（発電）を買い上げて新規利水の容量とすることで、
水源とするものである。

（検討の考え方）
○ 発電専用容量を買い上げること等により、利水容量への振り替えの可能性を検討する。
○ 買い上げ費用の算出は、河川管理者として知り得る情報で試算する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● ダム本体の安定性の対策、放流設備の改良の必要性等について整理する。
● 発電容量を買い上げる場合には、所有する電力会社等の同意が必要である。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。
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（7） 他用途ダム容量の買い上げ ②

既存のダムの他の用途のダム容量（洪水調節容量等）を買い上げて新規利水の容量と
することで、水源とするものである。

（検討の考え方）
○ 洪水調節容量等を買い上げること等により、利水容量への振り替えの可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 失われる洪水調節効果に対する代替案について整理する。
● ダム本体の安定性の対策、放流設備の改良の必要性等について整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。



那珂川

霞ヶ浦

利根川

江戸川

荒川

相模川

富士川

多摩川

中川

隅田川

小貝川

鬼怒川

思川渡良瀬川

水系間導水
（富士川からの導水）

水系間導水
（千曲川からの導水）

検討例

水量に余裕のある他水系から導水することで水源とするものである。

（検討の考え方）
○ 取水される河川に、安定した導水可能量が確保出来るか勘案の上、その適用の可能性を検討する。
○ 導水路の新設は、できるだけ最短で地域に影響を与えないルートを基本とし、その可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 取水される水系において取水地点から下流の水利用に関する関係河川使用者等の同意を得る必要がある。

（8） 水系間導水

12
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（9） 地下水取水

（検討の考え方）
○ 既往の調査等を勘案し、井戸の新設等による地下水取水の適用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 地盤沈下を防止すること等を目的に地下水の採取規制等の事項を定めた「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」（地盤沈

下防止等関係閣僚会議決定）を含め関連条例等を整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とするものである。

※平成22年度 日本の水資源を基に作成

地下水取水のイメージ

蒸発散

蒸発散

蒸発散

降水

降水

降水

地下水利用
地下水利用

ミネラルウォーター

岩盤
砂質土層帯水層

（地下水のある地層）

帯水層
（地下水のある地層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

砂礫層

井
戸

井
戸

井
戸

地下水の流れ
浸透

浸透

《 平 野 部 》

《 山間部 》

蒸発散

蒸発散

蒸発散

降水

降水

降水

地下水利用
地下水利用

ミネラルウォーター

岩盤
砂質土層帯水層

（地下水のある地層）

帯水層
（地下水のある地層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

粘性土層
（水を透しにくい層）
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井
戸

井
戸

井
戸

地下水の流れ
浸透

浸透

《 平 野 部 》

《 山間部 》
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（10） ため池（取水後の貯留施設を含む）

主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水源とするものである。

（検討の考え方）
○ 既存のため池の有効活用の可能性を検討する。
○ 土地の利用状況等を勘案し、ため池の新設の可能性を検討する。
○ 必要に応じ、ため池から利水者の取水地点までの導水施設の新設等の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 土地利用の状況を踏まえて、用地確保の見通し等について整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

ため池の一例

かさ上げ かさ上げ

ため池改築のイメージ
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（11） 海水淡水化

海水を淡水化する施設を設置し、水源とするものである。

（検討の考え方）
○ 先行の事例を参考に、海沿いや河口付近等を基本として適用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 海水をろ過する際に発生する、濃縮された塩水の処理方法等について整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。
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(3)小山市

(2)鹿沼市

(1)栃木県南（仮称）

鹿沼市

栃木県

小山市

古河市

五霞町

埼玉県

北千葉広域水道企業団

海に隣接する地域

検討例
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（12） 水源林の保全

主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水源林
の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待するものである。

（検討の考え方）

○ 利根川流域の森林の状況等を勘案し、適用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）

● これまでの学術的知見を踏まえて、利水上の効果、定量化等について整理する。

思川流域における森林の分布状況図

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

※出典
・「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図及び数値地図

25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平23情複、第46号）」
・国土交通省国土数値情報

土地利用メッシュ（平成18年度版）
土地利用種別で「森林」
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（13） ダム使用権等の振替

需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替えるも
のである。

（検討の考え方）
○ 各利水基準地点毎に、水利権が付与されていないダム使用権等を集計し、他の利水者への振り

替えの可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● ダム使用権設定者等の同意が必要である。

水利権が付与されていないダム使用権等の概要

ダム使用権等で確保
されている開発量

現地点での水利権量

※ 水道用水などを計画的

に整備する上で必要とな

る水源としての水量

※ 許可期間において、水道

水や工業用水などを安定

的に供給するために、必

要かつ妥当な水量として

付与された水利権量

≧
水
利
権
が
付
与
さ
れ
て

い
な
い
ダ
ム
使
用
権
等

ダ
ム
の
利
水
参
画
者
の
必
要
量
に
振
り
替
え

左記の差分

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。
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（１4） 既得水利の合理化・転用

用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、
産業構造の変革等に伴う需要減分を、他の必要とする用途に転用するものである。

（検討の考え方）
○ 利根川流域内の取水施設等の状況、取水実績等を勘案し、転用の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 農業用水合理化等により転用した水量は、かんがい期のみ利用可能であることを踏まえて、転用可能水量

を整理する。

海

農業用水合理化・転用のイメージ

増加

Ｂ頭首工

A頭首工

A地区の農業水利施設の整備
により生み出された水

施設の老朽化

宅地化等による
農地面積の減少 河

川

① 農業水利施設の改良
による水の生み出し

② 農業用水の取水量の減

③ 都市用水等の取水量の増

ダム

［B地区］

［A地区］（事業対象地区）

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

用途
都市用水
農業用水
地域用水
農村生活用水

B地区の都市用水や農業用水
などに活用

転
用
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（15） 渇水調整の強化

渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とするような取水制限を行うも
のである。

（検討の考え方）
○ 渇水時に被害が最小となるような取水制限ルールの強化の可能性を検討する。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 新たに開発量を生み出す機能はない。
● 効果を定量的に見込む手法等について整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

利根川水系における既往渇水の状況 平成22年度 渇水対策協議会

注）取水期間は一時緩和期間を含む

出典：河川整備基本方針
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（16） 節水対策

節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により、
水需要の抑制を図るものである。

（今後の検討で考慮すべき点）
● 新たな開発量を生み出す機能はない。
● 最終利用者の意向に依存することを踏まえ、効果を定量的に見込む手法等について整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。



21

（17） 雨水・中水利用

雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進により、河川水・地下
水を水源とする水需要の抑制を図るものである。

（検討の考え方）
○ 雨水・中水利用については、過去の実績を勘案し、適用の可能性を検討する。
○ 下水処理水の活用としては、下水道の終末処理施設からの放流水を河川の水質と同程度まで高度処

理する等により、新規利水への振り替えの可能性を検討する。

（今後の検討で考慮する点）
● 最終利用者の意向に依存することを踏まえ、効果を定量的に見込む手法等について整理する。

※現時点でのものであり、今後、変更があり得るものである。

雨水利用の事例（福岡ドーム） 出典：平成18年版 日本の水資源雨水貯留タンク 出典：足立区HP


